


児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
書
館

-

専
門
文
書
館
の
必
要
性
を
巡
っ
て
-

二

井

仁

美

は
じ
め
に

1

本
稿
の
課
題
と
考
察
の
対
象

筆
者
は
､
近
代
日
本
感
化
教
育
史
を
研
究
す
る
者
と
し
て
､
国
お
よ
び
社
会
福
祉
法
人
が
設
立
し
た
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
そ

の
所
蔵
史
料
の
整
理
に
関
わ
-
､
ま
た
､
都
道
府
県
が
設
立
し
た
い
く
つ
か
の
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
､
そ
の
所
蔵
史
料
の
調
査
に
従

事
し
て
き
た
｡
後
述
す
る
よ
う
に
､
児
童
自
立
支
援
施
設
は
'
児
童
福
祉
法
上
の
措
置
業
務
を
行
う
行
政
機
構
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
福
祉
施
設
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
国
や
自
治
体
が
設
立
し
た
児
童
自
立
支
援
施
設
の
文
書
は
'
他
の
公
文
書
同
様
､
作
成
後
､
文
審
管

理
課
に
お
け
る

一
定
年
の
保
管
を
経
､
必
要
の
あ
る
も
の
は
文
書
館
で
保
存
す
る
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
乗
り
う
る
｡
し
か
し
､.
児

童
自
立
支
援
施
設
は
児
童
を
生
括
さ
せ
教
育
す
る
と
い
う
本
来
業
務
の
性
格
上
､
文
書
管
理
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
行
政
の
出
先

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
書
館

(二
井
)



史
料
館
研
究
紀
要

･第
三
二
号

.(二
〇
〇
一
年
)

(1
)

機
関

の

中
で
も
'
と
り
わ
け
本
庁
の
文
書
の
流
れ
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
0

近代社会は'病院や学校'少年院など制度化された多ぐの公的施設を創出した｡児童自立支援施設もそのような公的施設の一つであり'施設の記録史料は近現代の歴史を特徴づける要素である｡Tしかしながら'これらの施設史料は'

国や地方自治体の史料保存システムの流れに乗-にくいという現実がある9

本稀では､このような事情を抱える施設で生成される記録史料をいかに保存するのかという問題を'児童自立支援

施設を事例としながら'国および自治体の文書館への引継との関係の中で考察する｡

(2)

史料管理学や文書館学は｢基本的には史料保存利用機関が管理する史料を対象として構築｣され'現時点での近現代史料の整理･保存論は'史料保存利用機関である文書館に視点の中心を据えている｡文書を引継ぎ収集･保存･公開する側からの研究の蓄積は､筆者のように福祉施設で史料整理を手伝う者が学ぶには格好の素材であるが'福祉施

設の記録史料の今後を考えると､文書館との関係についていくつかの疑問を砲-こともある｡

それゆえ'本稿では'児童自立支援施設の記録史料の保存について文書館への引継における問題を整理し､その問

題点を克服するための一つの策として専門領域的な文書館の必要に論及する｡

2児童自立支援施設の歴史と行政上の位置

ここでは､まず児童自立支援施設の歴史を概観しておく｡

児童自立支援施設は'感化院を噂矢とする'児童を入所させ生活教育をおこなう施設である｡一九〇〇年の｢北海道及府県こハ感化院ヲ設置｣すrQと定めた感化法によ-'感化院は法制化された｡-治安対策の側面もあり'近代日本において子供を対象として法制化された最初の施設である｡感化院は'内務省地方局府県課の分掌事項とされ'｢地



方
長
官
こ
於
テ
満
八
歳
以
上
十
六
歳
未
満
ノ
者
之
こ
対
ス
ル
適
当
ノ
親
権
ヲ
行
フ
者
若
ハ
適
当
ノ
後
見
人
ナ
ク
シ
テ
遊
蕩
又
ハ
乞
弓
ヲ
為

シ
若
ハ
悪
交
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
｣
｢懲
治
場
留
置
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
幼
者
｣
｢裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
軽
テ
懲
戒
場
二
人
ル
ヘ
キ
者
｣
を
入

院
対
象
と
し
た
｡
｢遊
蕩
又
ハ
乞
弓
｣
を
な
す
適
切
な
親
権
者
の
な
い
子
ど
も
を
主
た
る
対
象
と
す
る
感
化
院
は
､
保
護
的
側
面
も
有
し

て
お
り
､
感
化
院
の
入
院
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
､
親
権
者
や
後
見
人
の
下
を
離
れ
感
化
院
生
と
し
て
院
内
の
寮
に
生
活
を
し
､

1
舷
に
院

内
で
学
科
教
育
や
職
業
教
育
を
受
け
た
｡

第

1
次
感
化
法
で
は
､
感
化
院
の
設
立
は
地
方
議
会
の
議
決
を
必
要
と
し
た
た
め
'
感
化
院
が
全
国
的
に
開
設
さ
れ
る
の
は
'

1
九
〇

八
年
の
法
改
正
以
降
で
あ
る
｡
刑
法
改
正
に
伴
っ
て
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
十
四
歳
未
満
の
少
年
が
感
化
院
に
入
院
す
る
こ
と

(a
)

に
な
り
'
府
県
に
感
化
院
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
'
感
化
院
の
対
象
者
は
､
｢満
八
歳
以
上
十
八
歳
未
満
ノ
者
ニ

シ
テ
不
良
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
不
良
行
為
ヲ
為
ス
ノ
虞
ア
リ
且
適
当
こ
親
権
ヲ
行
フ
モ
ノ
ナ
ク
地
方
長
官
こ
於
テ
入
院
ヲ
必
要
卜
認
メ
タ
ル

者
｣
｢十
八
歳
未
満
ノ
者
こ
シ
テ
親
権
者
又
ハ
後
見
人
ヨ
リ
入
院
ヲ
出
願
シ
地
方
長
官
こ
於
テ
其
ノ
必
要
ヲ
認
メ
.タ
ル
者
｣
｢裁
判
所
ノ
許

可
ヲ
経
テ
懲
戒
場
二
人
ル
ヘ
キ
者
｣
と
改
め
ら
れ
た
｡

感
化
法
制
定
時
よ
-
､
内
務
省
が
所
管
す
る
感
化
院
は

｢家
庭
｣
で
あ
-

｢学
校
｣
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
､
鍵
や
格
子
な
ど
の
物

理
的
逃
亡
防
止
装
置
を
備
え
ず
'
ま
た
対
象
者
の
状
態
の
別
に
よ
る
分
類
収
容
を
行
わ
な
か
っ
た
｡
こ
れ
を

｢甘
い
｣
と
し
て
批
判
す
る

司
法
省
は
'
少
年
法
お
よ
び
矯
正
院
法
の
準
備
に
入
っ
た
.
こ
れ
に
対
し
T
内
務
省
は
'

1
九

1
九
年
､
国
立
感
化
院
令

(大
正
六
年
勅

令
第
百
八
号
)
に
よ
-
'
感
化
院
の
中
で
も
1
十
四
歳
以
上
こ
シ
テ
性
状
特
こ
不
良
ナ
ル
者
｣
を
対
象
と
す
る
国
立
感
化
院
武
蔵
野
学
院

を
開
設
す
る
が
'
司
法
省
の
批
判
は
お
さ
ま
ら
ず
'

一
九
二
二
年
の
少
年
法
お
よ
び
矯
正
院
法
制
定
に
至
る
｡
矯
正
院
は
'
法
務
省
所
管

の
現
在
の
少
年
院
の
前
身
で
あ
り
'

一
九
二
三
年
以
降
'
少
年
法
施
行
地
で
は
感
化
院
の
対
象
者
は
十
四
歳
未
満
の
者
と
な
っ
た
｡

少
年
法
お
よ
び
矯
正
院
法
成
立
を
機
と
し
て
､
感
化
院
関
係
者
に
よ
る
感
化
法
改
正
の
要
望
が
高
ま
-
､

一
九
三
三
年
､
感
化
院
を
少

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
飴

(二
井
)

三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
7
年
)

四

(4
)

年
教
護
院
と
改
め
た
少
年
救
護
法
が
成
立
す
る

｡

少
年
教
護
院
は
､

1
九
三
八
年
の
厚
生
省
官
制
に
よ
り
厚
生
省
社
会
局
児
童
課
所
管
事

項
と
な
-
､
戦
後
'

一
九
四
七
年
成
立
の
児
童
福
祉
法
に
吸
収
さ
れ
'
教
護
院
と
い
う
児
童
福
祉
施
設
の
一
つ
と
な
っ
た
｡
児
童
相
談
所

の
措
置
あ
る
い
は
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
よ
っ
て
入
所
が
決
定
さ
れ
る
満
十
八
歳
未
満
と
さ
れ
た
教
護
院
の
入
所
対
象
は
'
｢不
良
行
為

を
為
し
'
又
は
為
す
虞
の
あ
る
児
童
｣
と
い
う
点
で
は
､

1
九
〇
八
年
の
感
化
法
以
来
の
規
定
が
長
く
用
い
ら
れ
た
｡
､

実
態
と
し
て
は
'
児
童
相
談
所
で

｢不
良
行
為
｣
や

｢不
良
行
為
を
な
す
お
そ
れ
｣
の
有
無
と
い
う
点
よ
り
は
'
む
し
ろ
施
設
の
代
替

(5
)

家
庭
的
機
能
を
重
視
し
て

｢登
校
拒
否
｣
の
児
童
を
教
護
院
に
措
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
中
で
'

一
九
九
七
年
の
児
童
福
祉

法
改
正
で
は
'
教
護
院
は
児
童
自
立
支
援
施
設
と
改
称
さ
れ
'
｢不
良
行
為
を
な
し
､
又
は
な
す
お
そ
れ
の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ

の
他
の
環
境
上
の
理
由
に
よ
-
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
'
又
は
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
'
個
々
の
児
童
の
状
況
に

応
じ
て
必
要
な
指
導
を
行
い
'
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｣
と
施
設
の
定
義
も
改
め
ら
れ
た
｡

児
童
自
立
支
援
施
設
は
'
都
道
府
県
に
よ
る
設
置
と
運
営
を
原
則
と
L
t

一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
改
正
後
は
指
定
都
市
に
も
設
置

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
結
果
'
現
在
の
全
国
の
児
童
自
立
支
援
施
設
五
七
施
設
は
'
国
と
社
会
福
祉
法
人
が
設
立
し
た
各
二
施

設
以
外
は
､
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
が
設
置
し
'
そ
の
所
管
は
'
国
立
児
童
自
立
支
援
施
設
が
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等

･
児
童
家
庭

局
家
庭
福
祉
課
'
そ
の
他
が
各
自
治
体
の
生
活
福
祉
関
係
の
部
局
と
な
っ
て
い
る
｡

3

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
存
在
意
義

以
上
の
よ
う
に
､
児
童
自
立
支
援
施
設
は
､
民
間
施
設
に
依
存
し
た
近
代
日
本
の
社
会
事
業
政
策
に
あ
っ
て
､
府
県
に
設
置
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
感
化
院
を
源
流
と
す
る
｡
こ
の
た
め
､
児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
'
児
童
保
護
､
社
会
事
業
､
都
市
対
策
な
ど
に
関
わ
る
公
的

な
記
録
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
'
こ
れ
ら
は
近
現
代
史
の
研
究
史
科
と
し
て
貴
重
で
あ
る
｡



し
か
し
､
筆
者
は
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
は
'
何
よ
り
も
児
童
福
祉
関
係
者
の
財
産
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
｡
児

童
福
祉
に
関
わ
る
人
々
が
過
去
お
よ
び
現
在
の
施
設
の
状
態
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
施
米
を
把
捉
し
､
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
記

録
史
料
は
不
可
欠
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
児
童
養
護
施
設
や
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
な
ど
隣
接
す
る
児
童
福
祉
施
設
と
児
童
自
立
支

援
施
設
と
の
機
能
の
比
較
検
討
を
前
提
と
し
て
､
今
後
の
児
童
福
祉
施
設
の
施
策
は
設
定
さ
れ
な
く
で
は
な
ら
ず
'
記
録
史
料
は
検
討
の

(6
)

た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
｡

ま
た
､
各
種
の
報
道
や
言
説
に
は
感
化
院

･
教
護
院

･
児
童
自
立
支
援
施
設
を

｢不
良
児
の
収
容
所
｣
と
み
な
す
偏
見
や
誤
解
が
見
受

け
ら
れ
る
が
｣
こ
の
問
題
を
解
い
て
い
く
た
め
に
も
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
は
重
要
で
あ
る
｡
初
期
の
感
化
院
に
は
'
知
的

(-
)

障
害
児
施
設
な
ど
が
未
発
達
で
あ
っ
た
た
め
に
軽
度
の
知
的
障
害
児
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
､
ま
た
教
護
院
に
は

(8
)

教
護
院
の
家
族
的
機
能
を
利
用
す
る
た
め
に
不
登
校
の
子
ど
も
が
措
置
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
､
い
ま
だ
そ
の
実
態
は
十
分
に
解
明
さ
れ

て
い
な
い
｡
感
化
院
や
教
護
院
な
ど
の
実
態
の
解
明
に
は
､
近
代
日
本
の
感
化
教
育

･
教
護
教
育

･
児
童
自
立
支
援
施
設
の
歴
史
研
究
の

進
捗
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
そ
の
基
礎
資
料
と
し
て
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
｡

他
方
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
】
部
の
記
録
史
料
は
､
在
播
者
や
卒
業
生
に
と
っ
て
は
み
ず
か
ら
が
施
設
に
存
在
し
た
こ
と
の
証
明
と

な
り
､
社
会
的
不
利
益
を
惹
起
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
時
に
は
施
設
に
残
さ
れ
た
史
料
の
存
在
が
卒
業
生
の
生
活
を
救
っ

(9
)

た
事
例
も
あ
る
｡
記
録
史
料
の
存
在
が
社
会
的
不
利
益
を
生
む
の
で
は
な
-
'
記
録
史
料
の
利
用
の
あ
り
方
が
不
利
益
を
生
む
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
に
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
は
､
特
段
の
配
慮
の
中
で
保
有
さ
れ
管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
こ
で
､

本
稿
で
は
'
児
童
自
立
支
援
施
設
国
立
武
蔵
野
学
院
を
事
例
と
し
て
､
記
録
史
料
の
発
生
と
管
理
の
現
状
､
他
機
関
で
の
関
係
資
料
の
所

在
状
況
と
文
書
館
で
の
保
存
の
問
題
を
整
理
し
､
児
童
福
祉
専
門
文
書
館
の
必
要
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
｡

児
童
自
立

支援施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
春
用

(二
井
)

五



史
料
館
研
究
紀
要
一
第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

､第

〓
早

児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
記
録
史
料

-

国
立
武
蔵
野
学
院
の
組
織

(10
)

国
立
武
蔵
野
学
院
は
t
.創
設
時
に

｢武
蔵
野
学
院
庶
務
細
則

(大
正
八
'
1
､
二
二
内
務
省
武
地

1
)｣
(庶
務
細
則
と
省
略
)
を
定
め
'

武
蔵
野
学
院
に
教
務
係
､
医
務
係
tt
庶
務
係
､
会
計
係
を
置
き
'
事
務
分
掌
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
｡

教
務
係
は
､
生
徒
の

｢心
得
｣
｢賞
罰
｣
_｢出
席
欠
席
｣
｢院
外
委
託
｣
｢儀
式
及
集
会
｣
｢院
内
ノ
風
紀
取
締
｣
な
ど
'
生
徒
に
対
す
る

｢訓
育
及
教
授
｣
.を
中
心
と
L
t
そ
れ
に
付
随
し
て

｢運
動
場
実
習
場
こ
関
ス
ル
事
項
｣
や

｢図
書
ノ
整
理
こ
関
ス
ル
事
項
｣
を
担
当
し

た
｡
医
務
係
は
'
｢生
徒
ノ
診
査
並
治
療
｣
｢院
内
衛
生
｣
｢生
徒
ノ
死
亡
｣
に
関
す
る
事
項
を
担
当
す
る
｡
庶
務
係
は
､
｢職
月
ノ
異
動
｣

｢官
印
及
印
章
ノ
保
管
｣
｢図
書
保
管
｣
｢文
書
ノ
発
受
浄
書
｣
一｢文
書
ノ
編
纂
及
保
管
｣
｢生
徒
入
退
院
復
院
｣
｢年
報
月
報
其
ノ
他
諸
統
計

報
告
｣
｢寄
付
金
品
｣
な
ど
を
中
心
業
務
と
L
t
｢他
係
こ
属
セ
サ
ル
事
項
｣
を
担
当
し
た
｡
･会
計
係
は
､
｢諸
収
入
取
扱
｣
｢諸
経
費
支
払
｣

｢現
金
及
物
品
ノ
保
管
出
納
｣
｢物
品
ノ
売
買
及
修
理
｣
｢生
徒
携
帯
品
及
貯
金
｣
｢諸
雇
人
人
夫
及
舟
車
馬
雇
人
｣
｢院
舎
ノ
建
築
修
繕
｣

｢不
動
産
管

理
｣
｢

院
内
及
構
内
外
掃
除
並
取
締
｣
を
担
当
し
た
｡

(‖
)

さ
ら
に

､

武

蔵
野
学
院
で
は
､

一
九

一
九
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
の
問
､
感
化
救
済
事
業
職
月
養
成
所
を
開
設
し
､

一
九
二
二
年
に

(_2
)

は
'
公
私
立
感
化
院
職
月
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
感
化
教
育
の
研
究
機
関

｢感
化
教
育
会
｣
の
事
務
局
を
置
き
'
全
国
の
感
化
教
育
の
中

心
的
役
割
を
担
っ
た
Q
こ
の
た
め
'

1
九
三
〇
年
代
の
武
蔵
野
学
院
に
は
'
教
務
'
医
務
､
庶
務
'
会
計
の
各
係
の
他
に
調
査
部
が
設
け

ら
れ
た
｡
そ
の
後
､

一
九
四
七
年
'
改
め
て
教
護
職
月
養
成
所
が
付
設
さ
れ
'ー
大
学
卒
業
者
を
対
象
と
し
た

一
年
間
の
養
成
と
現
職
者
を

対
象
と
し
た
各
種
の
短
期
研
修
を
実
施
す
る
に
至
り
､
現
在
'
武
蔵
野
学
院
の
組
織
は
､
教
務
課
'
医
務
課
'
庶
務
課
'
調
査
課
'
附
属



(13
)

児
童
自
立
支
援
専
門
月
養
成
所

(法
改
正
に
伴
い
教
護
職
月
養
成
所
を
改
称
)
か
ら
成
っ
て
い
る
-｡
こ
の
内
､
調
査
課
は
'
｢厚
生
省
組

織
規
程

(省
令
)｣
二
四
七
条
に
お
い
て
､
｢児
童
の
入
退
所
､
児
童
の
自
立
支
援
に
関
す
る
調
査
研
究
､
統
計
報
告
及
び
図
番
の
箱
さ
ん
､

児
童
の
自
立
支
援
に
関
す
る
資
料
の
収
集
'
好
さ
ん
及
び
流
布
､
児
童
の
調
査
'
家
庭
環
境
の
調
査
並
び
に
児
童
自
立
支
援
専
門
員
に
関

す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
｣
.と
あ
り
'
資
料
収
集
が
業
務
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

2

国
立
武
蔵
野
学
院
の
文
書
の
発
生

(_4
)

創
設
時
に
制
定
さ
れ
た
庶
務
細
則
は
､
学
院
の
事
務
処
理
を
文
啓
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
｡

こ
れ
に
よ
る
と
'
学
院
で
は

文
書
を
収
受
し
た
際
､
親
展
文
書
は

｢親
展
文
書
収
受
簿
｣
に
登
記
後
､
院
長
が
開
封
す
る
こ
と
と
し
､
親
展
文
沓
以
外
の
文
番
の
場
合
､

収
受
あ
る
い
は
発
議
後
'
｢文
昏
収
受
発
議
件
名
持
｣
に
記
載
L
t
欄
外
に
収
受
番
号
を
記
入
後
､
院
長
査
閲
後
'
主
務
係
に
配
布
さ
れ

る
｡
発
送
文
書
の
件
名
及
発
送
月
日
番
号
等
は

｢文
書
件
名
簿
｣
に
記
録
さ
れ
､
回
議
後
の
発
送
を
経
て
､
原
誠
は
主
務
係
に
辺
付
す
る
｡

そ
の
他
'
金
券
及
物
品
の
発
送
や
接
受
'
郵
便
電
信
の
発
送
､
電
話
応
対
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
簿
冊
に
記
錠
さ
れ
る
.
そ
し
て
､
収
受

あ
る
い
は
発
議
さ
れ
た
文
書
は
'
回
議
あ
る
い
は
供
覧
を
経
て
処
理
さ
れ
'
主
務
係
を
経
て
､
完
結
後
'
庶
務
係
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な

(15
)

っ
て
い
る
.
文
書
は
､
そ
の
後
'
庶
務
係
に
お
い
て
､
永
年
保
存
と
有
期
保
存
と
に
分
け
'
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
毎
に
保
存
さ
れ
る
.

こ
の
よ
う
な
事
務
処
理
と
文
書
保
存
の
流
れ
は
､

1
舷
的
な
行
政
機
関
の
公
文
書
処
理
と
大
差
は
な
い
O.

た
だ
し､
】
九
九
八
年
に
整
備
さ
れ
た
と
い
う

｢国
立
武
蔵
野
学
院
院
内
規
定
集
｣
に
は
文
書
管
理
に
関
す
る
学
院
独
自
の
規
程
は
な

い
｡

学
院
現
職
員
の
二
〇
〇
〇
年
九
月
段
階
の
話
に
よ
る
と
､
｢厚
生
省
文
昏
管
理
規
程

(平
成
九
年
七
月

一
日
厚
生
省
訓
第
七
十

一
号
)｣

(16
)

に
従
い
な
が
ら
､
日
下
'
庶
務
細
則
の
よ
う
な
学
院
独
自
の
文
書
管
理
規
程
制
定
を
準
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う

｡

教
務
課
､

医
務
課
､
庶
務
課

(庶
務
係

･
会
計
係
)
[

調
査
課
な
ど
の
各
部
署
に
お
い
て
文
書
が
収
受

･
作
成
さ
れ
､
文
香
収
受
発
議
件
名
薄
や
台

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
朗

(二
井
)

七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

八

帳
に
登
録
さ
れ
る
と
い
う
文
書
発
生
シ
ス
テ
ム
は
'
ど
こ
か
の
段
階
か
ら
本
省
の
規
程
に
準
じ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
'
規
程
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
'
児
童
の
生
活

･
教
育
施
設
で
あ
る
武
蔵
野
学
院
で
は
'
文
書
簿
や
台
帳
に
登
録
さ
れ
に
く
い

記
録
史
料
が
数
多
く
作
成
さ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
運
動
会
や
学
芸
会
な
ど
の
行
事
に
お
け
る
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
'
授
業
や
寮
で
の
活
動
に

お
い
て
生
徒
の
手
に
な
る
作
文
や
工
作
物
な
ど
､
教
務
係
が
担
当
す
る
各
種
の
教
育
活
動
に
お
け
る
記
録
類
や
生
徒
作
品
な
ど
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
､
職
務
遂
行
上
作
成
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
広
義
の
意
味
で
の
公
文
書
で
あ
る
が
､
多
く
の
場
合
､
立
案

･
合
議

･
決
裁

･
施

行
な
ど
と
い
う
手
続
き
と
は
異
な
る
状
況
で
作
成
さ
れ
､
上
述
の
よ
う
な
事
務
処
理
と
文
書
保
存
上
の
流
れ
に
乗
り
に
く
い
｡

3

国
立
武
蔵
野
学
院
の
文
書
管
理

現
時
点
で
の
調
査
で
は
'
｢親
展
文
書
収
受
簿
｣
｢文
書
収
受
発
議
件
名
簿
｣
｢文
書
件
名
簿
｣
な
ど
が
発
見
で
き
て
お
ら
ず
'
上
述
の

庶
務
細
則
に
よ
る
文
書
処
理
の
実
態
の
全
容
は
把
振
で
き
な
い
｡
こ
の
た
め
'
こ
こ
で
は
､
武
蔵
野
学
院
本
館
に
あ
る
図
昏
室
お
よ
び
資

(17
)

科
室
所
蔵
の
史
料
を
も
と
に
'
武
蔵
野
学
院
に
お
け
る
記
録
史
料
の
管
理
の
状
態
を
概
観
し
て
み
た
い
｡

一
九
九
九
年
時
点
で
は
'
図
書
室
お
よ
び
資
料
室
は
調
査
課
の
所
管
と
な
っ
て
お
-
'
図
書
室
に
は
お
お
む
ね
教
育
研
究
用
に
購
入
あ

る
い
は
収
受
し
た
本
､
雑
誌
､
施
設
刊
行
物
が
'
資
料
室
に
は
お
お
む
ね
業
務
上
､
収
受
作
成
し
た
文
書
類
が
保
管
さ
れ
て
い
た
｡
資
料

室
所
蔵
文
書
は
'
主
務
課
で
収
受
作
成
し
た
後
､
あ
る
時
期
に

｢現
用
文
書
｣
で
な
い
と
判
断
さ
れ
運
び
こ
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
'

一
九
九
〇
年
頃
ま
で
の
記
録
史
料
に
つ
い
て
'
課
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
も
の
の
庶
務
課

･
調
査
課

･
教
務
課

･
医
務
課

･
養
成
所
と
ほ
ぼ

学
院
全
体
か
ら
の
文
書
が
保
管
さ
れ
て
き
た
｡
資
料
室
は
'
中
間
庫
的
な
枚
能
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
｡

図
書
室
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
､
｢図
書
原
簿
｣
や

｢図
書
簿
｣
が
作
成
さ
れ
て
き
た
｡
記
入
者
の
サ
イ
ン
を
見
る
と
､
上
述
の
庶
務
細

則
に
則
っ
て
､
教
務
係
が
整
理
記
載
し
､
あ
る
時
期
ま
で
は
保
管
を
庶
務
係
で
お
こ
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
原
簿
類
は
'



書
込
始
期
か
ら
み
て
二
種
類
が
存
在
す
る
｡

第

一
は
､
創
設
時
の
一
九

一
九
年
五
月

一
日
か
ら
記
載
を
開
始
し
た

｢図
昏
原
簿
｣
で
'
和
書
､
洋
番
に
二
分
し
て
作
成
さ
れ
'
そ
れ

(_8
)

(_9
)

ぞ
れ
､
背
表
紙
に
金
字
で

｢図
昏
原
簿

(初
)
武
蔵
野
学
院
｣
｢図
昏
原
持

(洋
)
武
蔵
野
学
院
｣
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
｡
図
番
原
簿
に

記
載
さ
れ
た
本
は
'
見
返
し
に

｢門
函
架
｣
と
記
し
た
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
､
｢第

1
門

哲
学
､
第
二
門

数
育
､
第
三
門

文
語
､
第

四
門

歴
地
､
第
五
円

政
社
'
第
六
門

数
理
'
第
七
円

医
学
'
第
八
円

工
産
'
第
九
円

雑
｣
に
分
け
て
､
分
類
番
号
が
付
与

さ
れ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
原
簿
に
は
､

一
タ
イ
ト
ル
毎
に

｢登
記
番
号
､
函
架
号
､
春
名
､
著
者
名
'
部
数
､
冊
数
'
出
版
年
紀
､
版
数
､

大
サ
､
装
釘
'
登
録
年
月
日
､
価
格
､
摘
要
｣
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
摘
要
欄
に
は
､
寄
贈
者
名
や
巻
号
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
和
書
は
'

二
七
七

一
冊
の
購
入
図
書
'
三
人
種
類
の
雑
誌
､
二
五
五
種
類
の
寄
贈
図
書
が
記
入
さ
れ
､
和
音
の
原
簿
は

一
九
三
三
年
五
月
二
二
日
､

(劫
)

洋
書
は

一
九
三
二
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
原
簿
は
､

一
九
三
三
年
六
月
に
本
館
が
焼
失
す
る
ま
で
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
は
t

T
九
三
三
年
七
月
七
日
か
ら

1
九
五
九
年
五
月
ま
で
の
受
入
図
番
を
記
載
し
た

｢
〔図
番
静
〕｣
と

]
九
三
三
年
四
月
受
入
の

記
載
か
ら
始
ま
る

｢武
蔵
野
学
院
医
局
｣
と
背
表
萩
に
刻
印
さ
れ
た

｢図
書
縛
｣
で
あ
る
｡
前
者
は
'
｢図
番
原
薄

(和
)｣
に
記
載
さ
れ

た
図
書
と
の
重
複
も
あ
る
｡
こ
の
図
書
簿
に
お
い
て
は
､
｢
1

教
護

2

犯
罪

3

児
童

4

社
会

5

医
学

6

心

理

-

教
育

8

文
化

9

科
学

10

芸
術
｣
と
い
う
武
蔵
野
学
院
独
自
の
分
類
方
法
が
と
ら
れ
'
火
災
後
､
新
た
な
分
類
に
よ

っ

て
改
め
て
図
書
簿
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
日
録
に
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
図
番
に
は
､
本
の
表
紙
に
赤
枠
の

ラ
ベ
ル
シ
ー
ル
が
張
ら
れ
､
た
と
え
ば

の
よ
う
に
､
上
段
に
I
か
ら
10
ま
で
の
分
類
番
号
､
中
段
に
分
類
番
号
毎
の
通
し
番
号
が

記
入
さ
れ
た
｡
｢図
書
原
簿
｣
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
本
に
'
こ
の
処
理
を
加
え
た
も
の
も
あ
り
'
そ
う
し
た
本
に
は

一
冊
に
二
種
類
の

分
類
番
号
票
が
添
付
さ
れ
た
｡
｢
〔図
書
薄
〕｣
に
は
､
｢受
入
年
月
日
､
摘
要
､
昏
名
､
著
者
名
'
発
行
所
及
び
発
行
者
､
出
版
年
､
版
数
'

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
館

(二
井
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
1
年
)

一
〇

(21
)

大
サ
'
装
釘
､
頁
数
'
受
入
先
､
受
入
登
録
番
号
､
冊
数
'
金
額
'
払
出
'
残
高
｣
な
ど
の
欄
が
設
け
ら
れ
､
約
二
千
五
百
冊
の
図
番
情

報
が
記
載
さ
れ
た
｡
た
だ
し
'
｢払
出
｣
の
欄
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な
-
'

一
九
四
四
年
九
月
の
受
入
図
書
二
〇
一
八
冊
目
以
降
は
'
｢摘

要
､
発
行
所
及
び
発
行
者
'
出
版
年
'
版
数
､
大
サ
､
装
釘
､
頁
数
'
受
入
先
｣
な
ど
に
空
欄
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
｡
医
局
の
図
書
符

は
､
最
初
は
著
者
名
を
A
B
C
順
に
並
べ
る
こ
と
で
分
類
番
号
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
'
数
頁
で
そ
の
試
み
は
終
わ
り
'

1
九
三
五
年
に
庶
務
係
か
教
務
係
に
引
き
継
い
だ
後
は
'
受
入
月
日
､
-著
者
､
書
名
'
出
版
年
紀
'
版
数
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

二
九
三
三
年
の
本
館
焼
失
を
契
機
と
し
て
､
武
蔵
野
学
院
の
図
書
管
理
方
法
の
変
革
が
企
図
さ
れ
も
の
の
'
数
量
的
に
み
て
'
既
存
の

全
図
書
と
新
し
-
受
け
入
れ
た
全
図
書
を
網
羅
す
る
形
で
の
管
理
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
｡

そ
の
後
､

一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
調
査
課
に
お
い
て

｢図
書
目
録
｣
'

一
九
八
〇
年
代
に
教
護
職
員
養
成
所
学
生
に
よ
っ
て
N
D
C
に

よ
る
図
書
分
類
番
号
を
付
与
し
た
図
書
カ
ー
ド
日
録
が
作
成
さ
れ
た
｡
後
者
の
作
業
時
に
は
､
本
に
新
た
に
N
D
C
の
記
号
を
書
き
込
ん

だ
図
書
分
類
シ
ー
ル
が
添
付
さ
れ
､
先
述
の
二
種
類
の
シ
ー
ル
と
併
せ
て
'

一
冊
に
三
種
類
の
シ
ー
ル
が
添
付
さ
れ
た
本
も
生
じ
た
｡
し

か
し
な
が
ら
､.
い
ず
れ
の
作
業
に
お
い
て
も
図
書
室
の
全
資
料
を
掌
握
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
0

他
方
､
資
料
室
に
関
し
て
は
'

一
九
九
三
年
に
外
部
研
究
者
に
よ
っ
て
所
蔵
目
録
が
作
成
さ
れ
た
が
､､
こ
こ
で
も
悉
皆
調
査
に
は
い
た

ら
な
か
っ
た
｡
し
か
も
'
こ
の
日
録
に
は
図
書
室
に
あ
る
べ
き
図
書
類
も
含
ま
れ
る
な
ど
､
隣
接
し
て
い
た
図
書
室
と
資
料
室
の
所
蔵
資

料
の
区
別
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
.
-

図
書
簿
の
記
載
方
法
の
変
化
や
部
分
的
に
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
図
書
日
録
は
､
福
祉
施
設
で
あ
る
武
蔵
野
学
院
に
お
け
る
文
書
管

理
の
様
相
の
一
端
を
示
し
て
い
る
｡
図
書
館
学
や
史
料
管
理
学
な
ど
､
文
書
を
管
理
す
る
専
門
的
知
見
を
有
し
た
職
月
が
存
在
し
な
い
施

設
に
お
い
で
は
'
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
の
文
書
管
理

(図
書
管
理
)
と
な
れ
'
継
続
的
な

1
貫
し
た
日
録
を
作
成
し
に
く
い
の
で
あ
る
｡



4

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料

一
九
九
九
年
､
武
蔵
野
学
院
で
は
本
館
改
築
に
際
し
て
､
図
書
室
お
よ
び
資
料
室
所
蔵
史
料
の
悉
皆
調
査
を
開
始
し
'
文
書
情
報
を
学

院
の
通
常
業
務
で
管
理
し
検
索
で
き
る
蔵
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
将
来
の
情
報
公
開
に
対
応
可
能
な
よ
う
に
'

デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
ソ
フ
ー

｢
ア
ク
セ
ス
｣
を
基
本
と
す
る
シ
ス
テ
ム
が
独
自
に
開
発
さ
れ
､
磯
貝
と
聾
者
を
含
む
外
部
協
力
者
と
ア
ル
バ

イ
ト
が
日
録
入
力
作
業
に
着
手
し
た
｡
現
在
､
こ
の
作
業
は
進
行
中
で
あ
る
が
'
二
〇
〇
〇
年
夏
段
階
で
約
二
万
件
の
一
次
史
料
と
刊
行

(詑
)

物
の
存
在
を
確
認
し
た
｡

一
次
史
料
に
は
､
学
院
内
で
作
成
し
た
記
録
史
料
類
と
､
関
係
機
関
や
各
種
の
業
務
に
よ
り
収
受
し
た
記
録
類
が
あ
る
｡
学
院
内
で
作

成
さ
れ
た
記
録
史
料
に
は
､
庶
務
課
関
係
で
は
'
予
算
決
算
､
施
設
､
職
員
関
係
の
記
錠
､
会
議
録
､
庶
務
日
誌
､
来
訪
者
名
辞
な
ど
､

教
務
課
関
係
で
は
､
学
習
'
寮
運
営
'
作
業
指
導
'
行
事
､.
生
徒
の
生
活
に
関
す
る
記
録
な
ど
が
あ
る
｡
ア
ル
バ
ム
や
テ
ー
プ
な
ど
も
記

録
史
料
の
1
つ
で
あ
る
｡
医
務
課
関
係
で
は
､
各
種
委
員
会
の
記
録
､
調
査
課
関
係
で
は
､
養
成
所
卒
業
論
文
や
武
蔵
野
学
院
開
催
の
研

修
会
関
係
記
録
な
ど
が
あ
る
｡
各
課
が
収
受
し
た
記
録
史
料
は
､
厚
生
省

･
都
道
府
県
庁

･
児
童
相
談
所

･
教
育
委
月
会
な
ど
の
各
種
行

政
機
関
'
施
設
長
会

･
課
長
会

･
全
国
お
よ
び
地
方
教
護
院
協
議
会

･
後
援
機
関
な
ど
各
種
の
関
係
組
紙
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
｡
そ
れ
ら

に
は
､
感
化
法

･
児
童
保
護
関
係
法

･
児
童
福
祉
法
等
の
法
律
関
係
文
書
や
､
各
種
児
童
問
題
調
査
報
告

･
統
計
昏
類
､
全
国
の
児
童
自

立
支
援
施
設

(感
化
院

･
教
護
院
)
関
係
会
議
資
料
'
全
図
の
児
童
自
立
支
援
施
設

(感
化
院

･
教
護
院
等
)
の
資
料
､
精
神
医
学

･
精

神
衛
生
関
係
資
料
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
｡

刊
行
物
に
は
､
施
設
枕
要
や
要
覧
､
業
務
概
要
'
年
報
'
生
徒
文
集
な
ど
､
全
国
の
児
童
自
立
支
援
施
設

(感
化
院

･
少
年
教
護
院

･

教
護
院
)
や
児
童
相
談
所
'
各
種
児
童
福
祉
施
設
な
ど
で
印
刷
さ
れ
配
付
さ
れ
た
冊
子
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
'
全
国
や
地
方
の
児
童
自
立
支

援
施
設
協
議
会

(旧
教
護
院
協
議
会

･
感
化
教
育
会
)
が
刊
行
し
た
資
料
集
や
統
計
'
事
例
塊
な
ど
'
武
蔵
野
学
院
で
収
受
し
た
刊
行
物

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
錠
史
料
の
保
存
と
公
文
寄
飽

(二
井
)

二



史
料
飽
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

が
あ
る
｡

年
々
作
成
さ
れ
収
受
さ
れ
増
加
す
る
こ
れ
ら
の
記
録
史
料
は
'
感
化
院
時
代
か
ら
の
児
童
福
祉
の
歩
み
を
捉
え
'
ま
た
今
後
の
児
童
福

祉
行
政
を
考
察
す
る
上
で
の
基
礎
史
料
で
あ
る
｡

第
二
章

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存

-

他
機
関
に
お
け
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
所
蔵
状
況

次
に
'
武
蔵
野
学
院
が
所
蔵
す
る
記
録
資
料
の
特
徴
を
'
他
機
関
の
所
蔵
状
況
と
の
比
較
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

全
国
の
児
童
自
立
支
援
施
設

(旧
感
化
院

･
少
年
教
護
院

･
教
護
院
)
'
児
童
相
談
所
､
各
種
児
童
福
祉
施
設
な
ど
が
印
刷
し
た
施
設

概
要
や
要
覧
'
業
務
概
要
'
年
報
'
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
行
政
刊
行
物
や
､
全
国
お
よ
び
地
方
児
童
自
立
支
援
施
設
協
議
会

(旧
教
護

院
協
議
会

･
感
化
教
育
会
)
が
編
集
し
た
資
料
集
や
統
計
類
な
ど
の
行
政
資
料
類
は
'
児
童
福
祉
関
係
機
関
に
配
布
す
る
形
で
刊
行
さ
れ

る
｡
複
数
部
､
発
行
さ
れ
て
い
る
が
非
売
品
で
あ
り
'
主
と
し
て
福
祉
関
係
機
関
に
お
い
て
流
通
す
る
行
政
資
料
類
は
'

一
般
的
な
図
書

館
や
資
料
館
等
の
歴
史
史
料
保
存
利
用
機
関
で
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
｡

た
と
え
ば
'
大
阪
府
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
大
阪
府
立
修
徳
学
院
の
定
期
刊
行
物
は
､
年
次
業
務
概
要
報
告
で
あ

る

r大
阪
府
立
修
徳
学
院
年
報
J
が

T
九
七
三
年
度
か
ら

1
九
八
五
年
皮
ま
で
の
十
冊
､
生
徒
文
集

rみ
か
え
り
J
が
同
様
の
時
期
の
十

(23
)

冊
の
み
で
あ
る
｡
修
徳
学
院
で
は

一
九
八
六
年
以
降
も
こ
れ
ら
を
定
期
刊
行
し
て
い
る
が
'
大
阪
府
公
文
書
館
は
､

一
九
八
八
年
の
館
開

設
後
'
新
た
な
修
徳
学
院
定
期
刊
行
物
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
｢大
阪
府
が
作
成

･
収
受
し
た
調
査
書
'
計
画
書
､
報
告
書



(
24

)

等
の
刊
行
物
を
収
録
｣
し
た

r行
政
資
料
目

録

｣

に

も
､
修
徳
学
院
の
定
期
刊
行
物
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
出
先
機
関
で
あ
る
福
祉
施

設
刊
行
物
を
'
本
庁
の
文
書
主
管
課
や
府
の
情
報
公
開
の
窓
口
で
あ
る
府
政
情
報
セ
ン
タ
ー
や
公
文
昏
餌
は
把
握
し
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
｡
こ
れ
は
､
大
阪
府
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
､
大
阪
市
'
東
京
都
､
大
分
県
'
新
潟
県
を
は
じ
め
他
の
自
治
体
の
文
書
館
で
も

類
似
の
様
相
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
自
治
体
の
刊
行
物
を
当
該
自
治
体
の
文
書
館
で
悉
皆
的
体
系
的
に
収
蔵
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

(お
)

な
が
ら
も

､

現
実
は
そ
こ
に
届
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
児
童
自
立
支
援
施
設
協
議
会
な
ど
の
各
種
関
係
団
体
の
刊
行
物
は
'
ほ

と
ん
ど
が
文
書
館

へ
の
移
管
引
継
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
｡

そ
れ
で
は
'
専
門
的
な
図
書
館
に
は
'
児
童
自
立
支
援
施
設
関
係
の
行
政
資
料
は
ど
れ
ほ
ど
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

第

一
に
'
法
務
省
の
外
郭
団
体
で
あ
る
矯
正
協
会
が
運
営
す
る
矯
正
図
書
館
を
例
に
挙
げ
た
い
｡
こ
こ
は
､
司
啓
三
名
が
常
駐
し
､
矯

(26
)

正
関
係
の

一
次
史
料
や
刊
行
物
を
所
蔵
す
る
専
門
図
書
館
で
あ
る
｡
少
年
院
の
前
身
で
あ
る
矯
正
院
は
'
感
化
院
に
対
抗
す
る
な
か
で
形

成
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
､
矯
正
図
書
館
は
内
務
省

･
厚
生
省
が
所
管
す
る
感
化
教
育

･
教
護
教
育
関
係
史
料
も

一
部
､
収
蔵
す
る
が
､

む
し
ろ
司
法
省

･
法
務
省
主
管
の
矯
正
教
育
関
係
史
料
が
蔵
書
の
中
心
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
感
化
院
や
教
護
院

･
児
童
自
立
支
援
施
設

の
刊
行
物
は
'
武
蔵
野
学
院
ほ
ど
の
広
が
り
と
量
を
も

っ
て
集
積
さ
れ
て
い
な
い
｡
第
二
に
､
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
金
子
ど
も
家
庭
総
合

研
究
所
附
属
図
書
館
に
注
目
し
て
み
る
｡
こ
こ
は
'
厚
生
省
図
書
館
の
蔵
書
を
引
き
継
い
で
開
設
さ
れ
､
福
祉
関
係
機
関
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
刊
行
物
を
多
-
所
蔵
し
て
い
る
が
､
蔵
書
は
母
子
福
祉
関
係
資
料
が
中
心
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
'
児
童
自
立
支
援
施
設
や
児
童
相
談
所

な
ど
の
児
童
福
祉
関
係
刊
行
物
は
質
量
と
も
に
見
劣
り
が
す
る
｡
第
三
に
'
日
本
社
会
事
業
大
学
附
属
図
番
飴
が
所
蔵
す
る
社
会
事
業
関

係
図
書
は
'
戦
前
の
出
版
物
を
多
く
含
み
､
稀
少
な
文
献
も
よ
く
有
し
て
い
る
が
'
全
国
の
児
童
福
祉
関
係
の
行
政
資
料
類
が
､
大
学
図

書館に
毎
年
､
入
る
こ
と
は
な
い
｡
第
四
に
'

東京都社会
福
祉
協
議
会
図
書
室
所
蔵
資
料
を
引
き
継
い
だ
､

東京い
き
い
き
ら
い
ふ
推

進
セ
ン
タ
ー
情
報
資
料
室
は
'
利
用
者
や
学
識
経
験
者
や
関
係
団
体
な
ど
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
寄
贈
を
受
け
た
社
会
福
祉
関
係
の
調
査

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
書
飴

(二
井
)

一
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

一
四

報
告
書
や
各
種
委
員
会
報
告
書
な
ど
'

一
般
に
販
売
さ
れ
ーて
い
な
い
文
書
を
多
く
収
集
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
し
か
し
､
｢明

る
い
長
寿
社
会
づ
-
り
｣
を
目
的
と
す
る
セ
ン
タ
1
の
性
格
上
t
.当
室
が
積
極
的
に
収
集
す
る
対
象
領
域
は
高
齢
者
福
祉
関
係
で
あ
り
'

武
蔵
野
学
院
が
所
蔵
す
る
児
童
福
祉
関
係
の
調
査
報
告
書
や
委
員
会
報
告
書
等
は
収
集
対
象
と
さ
れ
な
い
｡
こ
の
他
､
厚
生
省
附
属
図
書

館
や
国
会
図
書
館
'
あ
る
い
は
鉄
道
弘
済
会
図
書
室
に
あ
た
っ
て
も
'
ま
た
国
立
情
報
学
研
究
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
も
'
武
蔵

野
学
院
が
所
蔵
す
る
よ
う
な
児
童
福
祉
関
係
の
全
国
の
行
政
刊
行
物
は
そ
の
所
在
を
確
か
め
ら
れ
な
い
｡

史
料
の
保
存
と
公
開
を
業
務
と
し
て
い
る
機
関
で
は
な
く
'
福
祉
施
設
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

公
立
児
童
自
立
支
援
施
設
も
､
武
蔵
野
学
院
同
様
､
施
設
で
収
受
作
成
さ
れ
た

一
次
史
料
と
行
政
資
科
を
収
蔵
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､

｢児
童
自
立
支
援
に
関
す
る
史
料
の
収
集
｣
.と
い
う
機
能
を
有
す
る
調
査
課
や
'
全
国
の
職
員
に
対
す
る
研
修
会
を
催
し
か
つ
職
員
養
成

に
あ
た
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所
を
有
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
は
武
蔵
野
学
院
の
み
で
あ
る
た
め
､
武
蔵
野
学
院
は
公
立
施
設

よ
り
も
多
く
の
他
施
設
刊
行
物
を
収
蔵
し
て
い
る
｡

武
蔵
野
学
院
と
同
様
に
'
厚
生
労
働
省
障
害
保
健
福
祉
部
の
所
管
す
る
国
立
重
度
知
的
障
害
児
施
設
秩
父
学
園
図
書
室
に
は
'
児
童
福

祉
関
係
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
秩
父
学
園
は
職
月
養
成
所
を
付
設
す
る
国
立
の
児
童
福
祉
施
設
で
あ
-
'
武
蔵
野
学
院
と
類
似
の
条

件
を
有
し
て
い
る
が
､
秩
父
学
園
図
書
室
は
司
書
資
格
を
有
す
る

一
名
の
非
常
勤
職
月
を
配
置
し
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
戦

後
に
設
立
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
秩
父
学
園
に
は
戦
前
の
資
料
は
な
く
､
ま
た

一
次
資
料
を
収
蔵
し
て
い
な
い
｡
さ
ら
に
'
秩
父
学
園
は
障

害
児
施
設
で
あ
る
た
め
､
同
省
障
害
保
健
福
祉
部
が
所
管
す
る
施
設
関
係
の
刊
行
物
は
多
い
が
'
武
蔵
野
学
院
が
所
蔵
す
る
よ
う
な
同
省

雇
用
均
等

･
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
が
所
轄
す
る
家
庭
間
題
に
関
わ
る
児
童
福
祉
施
設
刊
行
物
は
少
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
'
武
蔵
野
学
院
が
所
蔵
す
る
児
童
福
祉
関
係
の
記
録
史
料
類
は
､
歴
史
史
料
保
存
利
用
機
関
や
秩
父
学
園
図
書
室
に
比
し

て
も
稀
少
な
価
値
を
有
す
る
｡



し
か
も
'
武
蔵
野
学
院
で
は
､
児
童
の
自
立
支
援
に
関
す
る
資
料
収
集
を
業
務
と
す
る
調
査
課
が
､
毎
年
､
こ
れ
ら
の
行
政
資
料
を
国

の
業
務
と
し
て
体
系
的
に
収
集
し
う
る
｡
行
政
資
料
は
､
個
人
情
報
を
統
計
的
に
処
理
す
る
な
ど
ほ
と
ん
ど
が
配
布
と
公
開
を
前
淀
と
し

て
作
成
さ
れ
て
お
り
､
む
し
ろ
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
施
設
に
対
す
る
誤
解
を
解
き
､
理
解
を
育
て
る
た
め
に
貢
献
す
る
も
の
と
い

え
る
｡
国
の
業
務
と
し
て
収
集
さ
れ
た
資
料
を
国
民
が
広
-
利
用
す
る
こ
と
は
'
閉
鎖
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
児
童
福
祉
施
設
を
開
か
れ

た
も
の
に
す
る
た
め
に
も
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
'
史
料
公
開
機
能
を
有
す
る
文
香
飴
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
記
録
が
引
き
継
が
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
｡

2

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
と
文
書
館

そ
こ
で
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
を
文
昏
飴
に
引
き
継
ぐ
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
｡

ま
ず
､
国
立
児
童
自
立
支
援
施
設
の
場
合
で
あ
る
｡
武
蔵
野
学
院
の
文
沓
管
理
規
程
作
成
に
お
い
て
基
礎
と
さ
れ
て
き
た

｢厚
生
省
文

書
管
理
規
程

(厚
生
省
令
訓
第
七
十

一
号

平
成
九
年
七
月

一
日
)｣
第
三
十
九
条
は
'
｢総
務
課
長
は
､
保
存
文
書
の
う
ち
､
国
立
公
文

昏
館
で
保
有
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
､
第
二
十
九
条
節

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
当
該
保
存
文
番
を
国

立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
｣
と
定
め
て
い
る
｡
第
二
十
九
条
第

一
項
は
､
永
久
保
存
あ
る
い
は
十
年
保
存
の
文
啓
を
完
結
後

三
年
間
を
主
管
課
'
三
年
経
過
後
は
総
務
課
'
五
年
保
存
あ
る
い
は
三
年
保
存
の
文
雷
は
主
管
課
で
保
存
す
る
と
規
定
し
た
項
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
､
武
蔵
野
学
院
か
ら
国
立
公
文
寄
館
に
文
雷
を
移
管
し
た
事
例
は
な
い
が
､
も
し
も

｢厚
生
省
文
昏
管
理
規
程
｣
に
準
じ
た
文

書
管
理
規
程
が
武
蔵
野
学
院
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
と
､
庶
務
課
長
が
公
文
昏
館
へ
の
文
昏
移
管
を
判
断
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
'

国
立
公
文
書
館
へ
の
文
書
引
継
移
管
は
､
評
価
選
別
の
主
体
性
を
公
文
書
館
で
は
な
-
文
書
主
管
課
が
も
つ
た
め
､
武
蔵
野
学
院
の
庶
務

課
長
の
判
断
が
重
要
に
な
る
｡

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
餌

(二
井
)



史
料
館
研
究
紀
要

弗
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二
号

(二
〇
〇
1
年
)

二
八

し
か
し
'
武
蔵
野
学
院
の
判
断
に
よ
る
と
し
て
も
'
武
蔵
野
学
院
が
収
受
し
た
毎
年
の
全
国
の
児
童
福
祉
関
係
の
行
政
資
料
や
'
地
方

の
児
童
自
立
支
援
施
設
協
議
会
の
報
告
書
類
､
武
蔵
野
学
院
で
収
受
作
成
さ
れ
た
文
書
類
の
全
て
を
国
立
公
文
書
館
に
引
継
ぐ
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
分
量
的
に
も
不
可
能
に
近
い
｡
文
書
主
管
課
で
あ
る
武
蔵
野
学
院
庶
務
課
長
が
引
継
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と

は
言
え
､
武
蔵
野
学
院
の
全
文
書
を

1
括
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と
は
事
実
上
､
,不
可
能
で
あ
る
｡

(
那
)

次
に
'
都
道
府
県
立
児
童
自
立
支
援
施
設
史
科
の
公
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
を
考
え
て
み
た
い

｡(お
)

公
立
公
文
書
館
へ
の
引
継
移
管
に
関
す
る
研
究
に
よ
る
と
'
公
文
書
の
大
部
分
は
廃
棄
と
な
る

｡

た
と
え
ば
､

一
九
八
九
年
度
の
北
海

道
立
文
書
館
で
の
知
事
部
局
廃
棄
文
書
の
選
別
率
は
､
永
年
文
書
八
三
･
六
%
'
十
年
保
存
文
書
二
十
八
･
四
%
'
五
年
保
存
文
書
七

･

(討
)

(

g!)

八
%
で
'
引
継
文
書
全
体
の
二
十

･
四
%
で
あ
っ
た

｡

東
京
都
公
文
書
館
で
引
継
文
書
の
評
価

･
選
別
を
担
当
し
て
い
る
大
日
方
孝
史

は
'
｢文
書
管
理
カ
ー
ド
｣
の
件
名
に
よ
り
評
価

･
選
別
を
行
っ
た
実
務
を
報
告
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'

1
九
九
八
年
度
は
'
平

均
す
る
と
三
秒
に
一
件
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
で
引
継
文
書
を
評
価

･
選
別
し
､
大
量
の
文
書
中
か
ら
｢歴
史
的

･
文
化
的
価
値
の
な
い
文
書
｣

を

｢排
除
｣
す
る
際
､
選
別
不
要
文
書
中
三
二
･
〇
%
が

｢
ル
ー
チ
ン
ワ
ー
ク
的
｣
で
あ
る
こ
と
を

｢選
別
不
要
な
理
由
｣
と
し
て
い
る
｡

ま
た
､
大
阪
府
で
は
'
一
般
に

｢永
久
保
存
｣
と
さ
れ
た
文
書
を
中
心
に
'
国
政

･
地
方
行
政
の
全
体
を
記
録
し
た
史
料
を
主
要
な
選

(3
)

(璽

別
対
象
と
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'
福
祉
施
設
に
関
し
て
い
え
ば
'
施
設
の
許
認
可
時
の
文
書
が

｢永
久
保
存
｣
と
さ
れ
る
｡
許
認
可
時

の
文
書
に
は
'
施
設
に
お
け
る
各
種
の
規
則
や
規
定
が
含
ま
れ
基
礎
史
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の

｢永
久
保
存
｣
文
書
は
'
一

般
的
に
は
法
の
運
用
実
態
や
施
設
の
状
態
な
ど
の
日
常
的
な
記
録
は
な
い
｡
だ
が
'
児
童
福
祉
行
政
の
評
価
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
記

録
史
料
や
'
児
童
福
祉
の
歴
史
の
解
明
に
必
要
な
記
録
史
料
は
'
施
策
の
基
本
方
針
と
共
に
'
生
活
と
教
育
の
実
態
が
わ
か
る
日
常
的
な

記
録
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
感
化
教
育
史
研
究
に
お
い
て
も
'
具
体
的
な
感
化
院
の
実
態
を
解
明
し
て
き
た
史
料
は
'
寮
日
誌
な
ど
の
日

常
的
な
記
録
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
'

一
般
に
業
務
日
誌
で
あ
り
'
｢保
存
期
間
が
1
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る
公
文
書
｣
で
あ
る
｡



既
存
の
文
書
館
に
お
い
て
'
保
存
す
べ
き
史
料
が
評
価
選
別
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
避
な
こ
と
で
あ
り
'
日
常
的
な
文
書
や
'
あ
る
テ
ー

マ
に
関
す
る
行
政
資
料
を
体
系
的
網
羅
的
に
保
有
す
る
こ
と
は
､

】
般
の
国
公
立
文
昏
館
で
は
か
な
り
困
妊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
国

や
自
治
体
の
文
書
館
を
最
終
選
別
機
閑
と
す
る
の
で
は
な
く
.･
国
や
自
治
体
の
文
書
館
が
選
別
し
た
後
に
'
専
門
文
昏
館
に
お
い
て
さ
ら

に
必
要
な
文
書
を
選
別
し
た
り
､
あ
る
い
は
そ
の
道
の
堀
で
選
別
す
る
な
ど
'
文
昏
館
が
複
層
的
に
存
在
し
連
携
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

良
い
の
で
な
い
か
と
考
え
る
｡
と
-
わ
け
'
国
や
自
治
体
の
中
央
文
香
館
が
行
政
や
政
策
全
体
の
決
定
に
い
た
る
経
緯
に
関
す
る
文
書
を

主
と
し
て
保
存
す
る
と
す
れ
ば
､
専
門
文
書
館
は
行
政
や
政
策
の
実
施
過
程
と
そ
の
状
態
を
記
録
し
た
文
香
を
保
存
す
る
と
い
う
よ
う
に

し
て
､
役
割
分
担
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

児
童
福
祉
専
門
文
書
館

-

児
童
福
祉
専
門
文
書
館
の
構
想

筆
者
は
'
全
て
の
記
録
史
料
を
残
す
こ
と
が
可
能
で
あ
-
必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
'
武
蔵
野
学
院
所
蔵
史
料
を
概
紋
す
る
限
り
'

国
や
自
治
体
の
文
書
館
が
文
書
選
別
の
最
終
判
断
を
下
す
こ
と
の
安
当
性
に
検
討
の
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
｡
国
や
自
治
体
の
文
昏
館
で

選
別
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
で
'
児
童
福
祉
な
り
児
童
自
立
支
援
な
-
の
専
門
的
領
域
に
関
心
を
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
､
残
し
て
お
き
た

い
文
書
が
存
在
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

仮
に
'
国
立
公
文
昏
蝕
に
'
国
政
全
般
の
根
幹
に
か
か
わ
る
制
度
化
過
程
や
､
国
政
に
か
か
わ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
基
本
方
針
や

重
大
な
決
定
事
項
を
記
し
た
永
久
保
存
文
香
を
引
き
継
い
だ
と
し
よ
う
｡
そ
の
上
に
さ
ら
に
個
別
デ
ー
タ
の
集
積
に
よ
り
成
り
立
つ
文
書

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
飽

(二
井
)

]
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

一
八

群
や
文
書
台
帳
に
も
記
さ
れ
な
い
学
院
の
記
録
史
料
を
国
立
公
文
書
館
に
引
継
ぎ
､
収
蔵
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
｡

.
児
童
福
祉
の

今
後
の
施
策
を
考
え
る
上
で
資
料
を
保
有
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
も
'
館
の
収
蔵
能
力
を
考
え
る
時
'
膨
大
な
日
常
的
な
記
録
を
国

立
公
文
書
館
で
保
管
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
｡

･し
か
も
'
施
設
に
お
け
る
処
遇
の
方
法
や
そ
の
実
態
な
ど
'
具
体
的
情
報
で
あ
る
個
別
デ
ー
タ
を
ま
ず
必
要
と
す
る
の
は
'
国
の
児
童

福
祉
行
政
を
担
当
す
る
厚
生
労
働
省
職
月
や
全
国
の
施
設
職
員
な
ど
児
童
福
祉
関
係
者
で
あ
る
｡
武
蔵
野
学
院
に
お
い
て
所
蔵
L
か
つ
今

後
も
収
集
さ
れ
る
個
別
デ
ー
タ
を
含
む
児
童
福
祉
関
係
資
料
は
'
む
し
ろ

｢行
政
運
営
の
財
産
｣
と

し
て
一
括
し
て
保
有
し
公
開
さ
れ
る

方
が
利
便
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
筆
者
は
'
既
存
の
文
書
館
制
度
で
保
存
す
る
こ
と
が
困
難
な
児
童
福
祉
関
係
文
書
を

1
括
保
存
す
る
施
設
と
し
て
'
児
童

福
祉
専
門
文
書
館
の
開
設
を
構
想
す
る
｡
■

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等

･
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
は
､
母
子
生
活
支
援
施
設
'
児
童
養
護
施
設
'
情
緒
障
害
児
庫
期
治
療
施
設
'
児

童
自
立
支
援
施
設
､
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
主
管
し
て
い
る
｡
国
立
武
蔵
野
学
院
に
'
同
課
所
管
の
家
庭
福
祉
関
係
の
児
童
福
祉
専

門
文
書
館
を
付
設
L
t
国
立
秩
父
学
園
に
'
障
害
保
健
福
祉
部
が
主
管
す
る
､
知
的
障
害
児
施
設
､
知
的
障
害
児
通
園
施
設
'
盲
児
施
設
'

ろ
う
あ
児
施
設
'
肢
体
不
自
由
児
施
設
'
重
症
心
身
障
害
児
施
設
等
に
関
す
る
資
料
群
を
専
門
と
す
る
障
害
児
福
祉
専
門
文
書
館
が
付
設

さ
れ
れ
ば
､
両
施
設
内
で
毎
年
､
研
修
を
受
け
る
全
国
の
関
係
施
設
職
月
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

児
童
福
祉
専
門
文
書
館
は
､
国
立
公
文
書
館
や
府
県
文
書
館
の
文
書
収
集
基
準
や
評
価
基
準
が
館
の
保
存
対
象
に
し
な
い
児
童
福
祉
関

係
専
門
文
書
群
を
後
世
に
伝
え
'

一
定
領
域
の
文
書
群
を

一
括
し
て
保
存
し
利
用
に
供
す
る

一
路
に
な
る
と
共
に
'
.･行
政
単
位
を
越
え
た

文
書
類
の
保
存
施
設
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
.
た
と
え
ば
'･
公
的
な
印
刷
記
録
と
し
て
の
自
治
体
行
政
資
料
が
悉
皆
的
に
自
治
体
文
書
館

(㍊
)

に
収
集
さ
れ
､
先
述
の
都
道
府
県
立
児
童
自
立
支
援
施
設
の
刊
行
物
が
保
存
さ
れ
た
と
し
て
も
､
東
北

･
関
東

･
中
部
な
ど
の
地
域
単
位



の
協
議
会
や
全
国
租
税
の
児
童
自
立
支
援
施
設
協
議
会
な
ど
の
団
体
刊
行
物
は
､
通
常
の
文
書
館
に
は
保
存
さ
れ
に
く
い
｡
都
道
府
県
の

単
位
を
越
え
た
こ
れ
ら
の
刊
行
物
に
し
か
搭
載
さ
れ
な
い
各
種
の
統
計
や
研
究
報
告
を
､
系
統
的
に
悉
皆
的
に
保
存
公
開
し
う
る
機
関
と

し
て
専
門
領
域
的
文
書
館
は
期
待
さ
れ
る
｡

2

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
に
お
け
る
個
人
情
報

児
童
福
祉
専
門
文
書
館
の
考
え
方
は
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
の
保
護
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
有

効
で
あ
る
｡
▲

近
年
の
文
書
館
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
に
関
す
る
検
討
は
'
具
体
的
な
形
で
の
基
準
を
示
す
な
ど
の
成
果
が
み
ら
れ
る
｡
京
都
府

立
総
合
資
料
館
で
は
'
｢公
開
す
る
こ
と
に
支
障
の
な
い
個
人
情
報
｣
を
完
結
後
二
五
年
､
｢
そ
の
人
が
社
会
的
に
活
動
し
て
い
る
期
間
｣

は

｢保
護
す
る
必
要
の
あ
る
個
人
情
報
｣
は
完
結
後
五
〇
年
'
｢
そ
の
人
の
生
存
中
は
､
保
護
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
｣
は
完
結
後
八
〇

年
､

｢公
開

す
る
こ

と
に
より
'

本
人
及び
子孫にも影
響
が
及
ぶ
と
考
え

ら

れ

る
個
人情報
.A
人
権

侵害の
お
そ
れ
が
あ
る
個

人情
報
｣

(3
4
)

は
完

結
後

百年
間
､
公

開しな
いと定
め
た｡こ

の
基
準
に
よ
る
と
､
｢少
年
致

護
の調香｣
は
百
年

間､閉
鎖
さ

れる｡二
〇

〇
〇年

九
月
に
制
定
さ
れ
た

｢国
立
公
文
昏
鉛
利
用
規
則
｣
(総
理
府
告
示
第
五
十

一
号

平
成
十
二
年
九
月
二
十
九
日
)
に
も
､
京
都
府
立
総

合
資
料
館
の
考
え
方
が
踏
襲
さ
れ
た
｡
個
人
情
報
を
保
護
す
る
取
扱
要
項
を
具
体
化
す
る
文
書
館
が
増
え
れ
ば
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の

3哩
凸

記
録
史
料
を
文
書
館
に
引
継
ぐ
安
心
感
も
広
が
る

｡

こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
､
史
料
の
唯

一
性
が
個
人
情
報
の
有
無
と
直
結
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
く
'

武
蔵
野
学
院
内
で
作
成
し
た

一
次
史
料
は
'
･代
替
不
可
能
な
唯

一
の
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
だ
か
ら

と
言
っ
て
､

一
次
史
料
の
す
べ
て
に
個
人
情
報
を
含
む
も
の
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
､
庶
務
課
を
出
所
と
す
る
史
料
に
含
ま
れ
る
予
算
決

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
杏
飽

(二
井
)

1
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

算
関
係
文
書
や
施
設
関
係
記
録
の
類
に
は
､
個
人
情
報
が
含
ま
れ
な
い
も
の
が
多
い
.

ま
た
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
に
お
け
る
個
人
情
報
は
'
職
員
や
養
成
所
学
生
な
ど
に
か
か
わ
る
情
報
と
'
生
徒
に
か
か
わ

る
情
報
の
二
種
類
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
O
-採
用
や
任
免
な
ど
職
月
に
関
す
る
文
書
や
'
児
童
自
立
支
援
専
門
月
養
成
所
学
生
の

卒
業
論
文
や
研
修
生
の
受
講
申
込
書
な
ど
､
職
務
や
研
究
の
た
め
に
学
院
に
関
係
し
た
個
人
に
つ
い
て
の
情
報
は
'

一
般
的
な
原
則
に
従

っ
た

一
定
年
の
閉
鎖
を
経
て
公
開
し
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
｡
児
童
保
護
や
児
童
福
祉
に
多
年
､
従
事
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
多
-
の
旧

磯
貝
が
叙
勲
の
対
象
と
な
っ
た
際
の
記
録
や
､
磯
貝
が
海
外
研
修
に
派
遣
さ
れ
る
際
の
履
歴
や
申
請
書
類
な
ど
も
'
公
開
さ
れ
て
も
支
障

の
な
い
性
格
の
個
人
情
報
で
あ
る
｡

し
か
し
'
生
徒
や
卒
業
生
に
か
か
わ
る
情
報
は
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
で
あ
る
限
-
､
ス
テ
ィ
グ
マ
が
付
与
さ
れ
や
す
い
｡

そ
こ
に
生
徒
と
し
て
氏
名
が
登
場
す
る
だ
け
で
こ
の
施
設
に
在
籍
し
た
こ
と
の
証
明
に
な
り
'
当
該
生
徒
や
卒
業
生
､
さ
ら
に
そ
の
子
孫

が
偏
見
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
唯

1
の
史
料
で
あ
る
文
書
類
に
留
ま
ら
ず
'
複
数
部
が
存
在
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
刊
行
物
や
印
刷
物
に
対
す
る

配
慮
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
児
童
自
立
支
援
施
設
の
生
徒
文
集
が
､
生
徒
と
職
月
を
主
た
る
読
者
と
し
て
署
名
入
り
で

編
集
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
｡
あ
る
い
は
､
運
動
会
や
学
芸
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
出
場
者
の
氏
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
ま
た
'
生
徒

の
氏
名
を
伏
せ
た
形
で
編
集
さ
れ
た
生
徒
文
集
で
あ
っ
て
も
､
作
文
の
内
容
を
読
む
と
出
身
地
や
家
族
の
構
成
や
状
態
な
ど
が
赤
裸
々
に

記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
施
設
内
の
限
定
さ
れ
た
読
者
を
想
定
し
て
編
集
さ
れ
､
主
と
し
て
施
設
関
係
者
の
み
に
配
布
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
児
童
自
立
支
援
施
設
を
は
じ
め
福
祉
施
設
や
教
育
機
関
の
刊
行
物
に
は
'

一
般
市
民
に
利
用
さ
れ
引
用
さ
れ

る
こ
と
を
想
定
し
て
作
成
さ
れ
て
い
な
い
印
刷
物
が
多
く
あ
る
｡
こ
う
し
た
印
刷
物
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
の
保
護
は
､
外
部
の
人
に
は

見
え
に
-
い
と
思
わ
れ
る
が
'
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
｡



さ
ら
に
'
個
人
情
報
の
保
護
と
い
う
点
で
は
､
児
童
自
立
支
援
施
設
所
蔵
史
料
の
日
録
作
成
に
お
い
て
も
注
意
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
た

と
え
ば
､
茅
ヶ
崎
市
で
は
'
児
童
養
護
施
設
東
京
家
庭
学
枚
が
感
化
院
時
代
に
受
信
し
た
香
鯖
に
つ
い
て
､
発
信
日
､
差
出
人
と
差
出
地
､

(溺
)

受
取
人
､
形
態
等
を
記
し
た

｢東
京
家
庭
学
校
所
蔵
資
料
日
録
｣
を
作
成
し
た

.

繍
さ
ん
担
当
者
の
管
理
用
日
録
で
は
な
-
､
国
会
図
書

館
や
国
立
史
料
館
な
ど
に
も
配
布
さ
れ
公
開
さ
れ
た
こ
の
日
録
は
'
｢資
科
名
｣
欄
に
は
息
子
の
素
行
や
入
校
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
書

簡
内
容
が
記
さ
れ
､
｢備
考
欄
｣
に
は

｢生
徒
よ
り
｣
な
ど
差
出
人
に
つ
い
て
の
説
明
も
付
与
さ
れ
る
な
ど
､
個
人
情
報
に
対
す
る
配
慮

が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
｡
施
設
の
歴
史
的
性
格
を
知
ら
な
い
た
め
に
､
配
慮
の
必
要
の
有
無
が
見
落
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
'
目
録
の
よ
う
な
公
刊
さ
れ
た
二
次
的
印
刷
物
に
掲
載
さ
れ
た
個
人
情
報
が
今
後
､
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
が
懸
念
さ
れ
る
｡
先
述

の
よ
う
に
'
印
刷
物
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
に
対
す
る
配
慮
は
甘
-
な
り
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

文
書
類
の
唯

1
性
と
い
う
問
題
と
は
別
に
､
そ
の
記
録
史
料
に
含
ま
れ
る
生
徒
に
関
す
る
個
人
情
報
の
有
無
と
い
う
視
点
を
立
て
て
､

そ
の
扱
い
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
､
そ
の
た
め
に
は
'
当
該
施
設
の
性
格
を
ふ
ま
え
た
上
で
そ
の
記
録
史
料
の
意
味
を
理
解
す

る
者
に
よ
っ
て
'
史
料
は
保
存
管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
､
筆
者
は
'
武
蔵
野
学
院
を
中
心

に
し
て
集
積
さ
れ
て
き
た
児
童
福
祉
関
係
史
科
を
､
良
い
保
存
環
境
で
一
括
保
有
し
､
し
か
も
適
切
な
配
慮
の
中
で
国
民
に
公
開
す
る
た

め
に
も
'
児
童
福
祉
を
専
門
と
す
る
文
書
館
が
あ
れ
ば
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

お
わ
U
に

国
や
地
方
自
治
体
の
文
昏
館
に
よ
っ
て
'
近
現
代
の
史
料
を
保
存
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
き
た
｡
自
治
体
が
設
立
し
た
文

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
館

(二
井
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
】
年
)

二
二

書
館
で
は
､
文
書
館
を
中
心
に
当
該
自
治
体
の
文
書
を
保
有
す
る
集
中
的
な
シ
ス
テ
ム
が
志
向
さ
れ
､
文
書
館
で
の
保
存
に
際
し
て
評
価

(37
)

選
別
と
い
う
困
難
な
作
業
を
推
進
し
て
い
る

｡

あ
る
文
書
を
保
存
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
'
国
や
自
治
体
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
数
少

な
い
文
書
館
に
お
い
て
最
終
的
な
保
存
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
伴
う
難
し
さ
で
も
あ
る
｡

筆
者
は
'
児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
を
整
理
し
､
あ
る
い
は
調
査
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
既
存
の
国
立
公
文
書
館
や
自
治
体
の

文
書
館
の
評
価
選
別
基
準
で
は
残
さ
れ
な
い
が
'
専
門
領
域
で
は
必
要
と
さ
れ
る
文
書
群
を

1
括
し
て
保
存
管
理
し
利
用
に
供
す
る
機
関

で
あ
り
'
既
存
の
文
書
館
と
の
連
携
の
中
で
文
書
保
存
の
流
れ
に
位
置
づ
く
専
門
文
書
館
の
考
え
方
を
提
示
し
た
｡
こ
れ
は
武
蔵
野
学
院

が
所
蔵
す
る
記
録
史
料
を
保
存

･.管
理
す
る
方
法
を
模
索
す
る
中
で
抱
い
た
試
案
で
あ
り
､
司
法
資
料
館
設
立
案
の
経
緯
に
も
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
専
門
文
書
館
実
現
の
た
め
の
具
体
策
や
､
｢現
地
保
存
の
原
則
｣
に
照
ら
し
で
の
史
料
保
存

の
あ
り
方
な
ど
､
多
く
の
議
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
｡
多
様
な
公
的
制
度
が
作
ら
れ
大
量
の
記
録
史
料
が
生
成
す
る
近
現
代
の
史
料
保

存
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
上
で
､
専
門
文
書
館
の
考
え
方
が
児
童
福
祉
以
外
の
領
域
に
お
い
て
も
共
通
す
る
議
論
と
な
-
う
る
筈
で
あ
り
'

今
後
は
他
の
領
域
に
お
け
る
史
料
保
存
の
方
策
に
つ
い
て
視
野
に
収
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

注(
-
)
小
暮
隆
志

｢群
馬
県
立
文
書
虎
に
お
け
る
公
文
書
受
入
れ

･
公
開

の
現
状
と
課
窺
｣
安
藤
正
人

･
青
山
英
幸
宙

r記
録
史
料
の
管
理

と
文
書
館
｣
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

1
九
九
六
年

四
〇

1

頁

(2
)
鈴
江
英

1
｢近
現
代
史
料
整
理
論
の
状
況
-
近
現
代
史
料
整
理
論

ノ
ー
ト
1
-
｣
r史
料
館
研
究
紀
軍
-
二
七
号

1
九
九
六
年
三

月

二
一九
頁

(3
)
こ
の
時
､
設
立
さ
れ
た
府
県
立
感
化
院
や
府
県
に
よ
っ
て
指
定
さ

れ
た
代
用
感
化
院
が
､
今
日
の
多
く
の
児
童
自
立
支
援
施
設
と
な

っ
て
い
る
｡

(4
)
ま
た
'
感
化
院
の
主
務
官
庁
は
内
務
省
地
方
局
か
ら
社
会
局
に
移



り
､
少
年
教
護
院
も
こ
れ
を
継
承
し
た
が

一
九
三
八
年
の
厚
生
省

官
制
の
成
立
に
よ
り
厚
生
省
社
会
局
児
童
課
に
移
っ
た
｡
そ
の
後
'

1
九
四

1
年
六
月
に
人
口
局
母
子
課
'
生
活
局
保
護
課
'
健
民
局

指
導
課
'

一
九
四
四
年
七
月
に
同
局
戦
時
援
護
課
､

一
九
四
五
年

八
月
に
保
護
課
､
十
月
に
社
会
局
保
護
課
､

1
九
四
六
年
に
援
護

課
､

]
九
四
七
年
三
月
に
児
童
局
養
護
課
と
変
遷
し
た

(全
国
数

護
院
協
議
会
編

r教
護
事
業
六
十
年
｣
全
国
救
護
院
協
議
会

1

九
六
四
年

十
九
貫
)
｡

(5
)
山
下
陽
子

｢入
所
対
象
拡
大
報
道
か
ら
見
る
教
護
院
と
登
校
拒
否

児
-
児
童
福
祉
法
第
胡
条
の
改
正
内
容
を
め
ぐ
っ
て
I
L

l
九
九

八
年
度
大
阪
教
育
大
学
卒
業
論
文

三
九
I
五
七
頁

(6
)
一
九
九
七
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
作
業
を
担
当
し
た
元
厚
生
省
職

月
に
よ
れ
ば
､
法
改
正
時
に
政
護
院
の
記
録
史
料
が
必
要
と
さ
れ

･な
が
ら
も
史
料
所
在
状
況
の
全
容
が
輩
撞
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
｡

(7
)
山
崎
由
可
里

｢感
化
教
育
に
お
け
る
障
害
児
閉
環
の
顕
在
化
と
展

開
に
関
す
る
研
究

(1
)
-
感
化
法
制
定
か
ら
国
立
感
化
院
設
置

ま
で
-
｣
r名
古
屋
大
学
教
育
学
部
紀
要
]
第
四
三
巻

一
号

1

九
九
六
年

(8
)
前
掲
山
下
陽
子

(9
)
武
蔵
野
学
院
職
月
の
話
に
よ
る
と
､
長
-
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
を

し
､
生
年
月
日
を
証
明
す
る
公
的
香
類
が
な

い
た
め
に
老
齢
年
金

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
替
飴

(二
井
)

が
支
給
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
人
が
､
若
い
頃
'
少
年
教
護
院

に
い
た
と
い
う
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
､
当
該
施
設
で
生
年
月
日

を
公
的
に
証
明
で
き
年
金
受
給
要
件
を
満
た
し
た
と
い
う
｡

(1
)
武
蔵
野
学
院

r武
蔵
野
学
院
安
定
し

1
九
二
八
年
刊
所
収

.

(
1
)
菊
池
俊
紳
輔

r開
院
二
十
周
年
記
念
武
蔵
野
学
院
安
党
｣
武
武
野

学
院

一
九
三
九
年

(
12
)
r教
護
事
業
六
十
年
J
(二
四
貢
)
に
よ
る
と
､
感
化
故
帝
会
は
'

少
年
救
護
法
公
布
に
伴
い
日
本
少
年
致
護
協
会
と
改
称
さ
れ
､

一

九
五
五
年
に
は
児
童
福
祉
協
会
に
発
展
解
消
し
た
｡

(1
)
武
蔵
野
学
院

掘
r国

立
武蔵野
学

院
七十
年

誌
J武
萩
野
学
院

一
九
九
〇
年

(14
)
｢武
蔵
野
学
院
庶
務
細
別

(大
正
八
､
一
､
二
二
内
務
省
武
地

こ
｣

第
二
串

事
務
ノ
処
理

.

第
二
粂

公
文
昏
ハ
稔
テ
院
長
名
ヲ
署
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
軽
易
ナ

ル
モ
ノ
ハ
院
名
ヲ
用
フ
ル
串
ヲ
符

節
三
条

本
院
こ
到
着
ス
ル
親
展
文
昏
ハ
親
展
文
昏
収
受
砕

(第

一

号
様
式
)
ニ
登
記
シ
封
耗
ノ
位
院
長
こ
差
出
ス
ヘ
シ

第
四
粂

前
項
こ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
ハ
捻
テ
之
ヲ
開
封
シ
文
昏
収

受
発
識
件
名
縛
こ
分
類
記
入
シ
其
ノ
文
昏
ノ
欄
外
こ
収
受

ノ
印
ヲ
押
捺
ノ
上
収
受
番
号
及
年
月
日
ヲ
記
入
シ
院
長
ノ

査
閲
ヲ
経
テ
主
我
係
こ
配
布
シ
認
印
ヲ
徴
ス
ヘ
シ

二
三



史
料
飽
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

第
五
粂

文
書
ノ
発
受
番
号
ハ
其
ノ
事
件
完
結
二
重
ル
マ
テ
同
番
号

ヲ
用
ヒ
毎
年

一
月
二
始
メ
テ
十
二
月
二
終
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
粂

文
書
ノ
記
号
ニ
ハ

｢収
｣
又
ハ

｢受
｣
ト
係
ノ
頭
文
字
ト

ヲ
連
ネ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
用
フ
ヘ
シ

第
七
粂

配
布
ヲ
受
ケ
タ
ル
文
書
ハ
速
カ
ニ
調
査
処
理
ス
ヘ
シ

直

こ
処
理
シ
難
キ
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
記
シ
院
長
ノ
承
認
ヲ

受
ケ
収
受
件
簿
こ
其
ノ
旨
記
入
ス
ヘ
シ

第
八
粂

特
殊
ノ
送
達
ヲ
要
ス
ル
文
昏
ハ
左
ノ
区
分
こ
依
り
回
議
書

欄
外
こ
朱
昏
ス
ヘ
シ

忠
夫
'
昏
留
'
別
配
達
'
小
包
'
黄
昏
'
親
展
'
秘
密
其

ノ
他

第
九
粂

文
書
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
回
議
様
式

(節

二
号
様
式
)
こ
ヨ
リ
立
案
処
理
ス
ヘ
シ

但
シ
軽
易
ナ
ル

文
書

ハ
其
ノ
旨
余
白

へ
処
理
案
ヲ
記
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

供
覧
こ
止
ム
ル
文
書
モ
亦
前
項
こ
準
ス

第
十
条

処
理
案
ノ
字
句
ヲ
訂
正
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
訂
正
者
其
ノ
部
分

こ
漆
印
ス
ヘ
シ

第
十

一
粂

重
要
ナ
ル
事
項
こ
シ
テ
其
ノ
理
由
ヲ
記
ス
ヘ
キ
必
要
ア

ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
附
記
シ
且
関
係
法
規
ノ
条
文
ヲ
摘
載
ス
ヘ

シ

第
十
二
条

院
長
不
在
ナ
ル
ト
キ
ハ
上
席
者
こ
於
テ
代
決
シ
重
要
ト

二
四

認
ム
ル
モ
ノ
ハ
院
長
ノ
後
閲
こ
供
ス
ヘ
シ
其
ノ
代
理
者
順

位
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
三
条

発
送
文
書
ハ
其
件
名
及
発
送
月
日
番
号
等
ヲ
文
書
件
名

簿

(第
三
号
様
式
)
こ
登
記
シ
其
ノ
番
号
ヲ
本
書
及
回
講

書
二
記
入
シ
テ
契
印
及
鈴
印
ノ
上
発
送
シ
原
議
ハ
主
務
係

二
還
付
ス
ヘ
シ

第
十
四
条

金
券
及
物
品
ノ
発
送
及
接
受
ハ
特
二
簿
冊

(第
四
号
様

式
)
ヲ
備
へ
金
券
ノ
種
類
金
額
及
物
品
ノ
種
類
月
数
発
受

人
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

第
十
五
条

郵
便
電
信
ヲ
発
送
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
月
日
送
達
先
科
金

等
ヲ
薄
冊

(第
五
号
様
式
)
ニ
登
記
ス
ヘ
シ

忠
夫
若

ハ
通
運
便
こ
依
り
文
書
又
ハ
物
品
ヲ
発
送
シ
タ
ル

ー
キ
ハ
其
件
名
里
程
品
名
貸
金
送
達
先
等
ヲ
簿
冊

(第
六

号
様
式
)
こ
登
記
ス
ヘ
シ

小
便
ヲ
シ
テ
文
書
物
品
を
配
布
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
院
外
交

付
縛
こ
記
入
シ
其
ノ
受
領
印
ヲ
徴
ス
ヘ
シ

第
十
六
条

電
話
こ
依
り
紹
介
応
答
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
対
話
者
ノ
氏
名

通
話
ノ
事
項
及
年
月
日
ヲ
筆
記
シ
尚
通
話
者
ノ
官
職
氏
名

ヲ
記
入
恭
印
ス
ヘ
シ

但
シ
軽
微
ナ
ル
事
件
ハ
通
話
事
項

ノ
筆
記
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
草

丈
書
編
纂
及
保
存



第
十
七
条

法
律
命
令
訓
令
通
達
通
牒
等
こ
達
シ
テ
例
規
ト
ナ
ル
ヘ

キ
モ
ノ
ハ
其
ノ
謄
本
ヲ
回
覧
こ
附
シ
正
本
ハ
区
分
編
纂
シ

改
正
削
除
ハ
其
ノ
時
々
加
除
整
理
シ
常
こ
現
行
例
規
ヲ
シ

テ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
へ
シ

･

第
十
八
条

完
結
文
書
中
通
常
ノ
文
香
ハ
暦
年
こ
依
り
会
計
こ
関
ス

ル
文
書
ハ
会
計
年
度
こ
依
り
部
門
ヲ
分
チ
娼
碁
ス
ヘ
シ

第
十
九
条

第
二
十
条

但
シ
紙
数
ノ
僅
少
ナ
ル
モ
ノ
ハ
数
年
又
ハ
致
年
度
分
ヲ
合

冊
ス
ル
モ
妨
ナ
シ

定
結
文
書
ハ
種
類
別
ヲ
記
入
シ
完
結
ノ
日
ヨ
リ
七
日
以

内
こ
庶
務
係
こ
引
継
ヲ
ナ
ス
へ
シ

庶
務
係
こ
於
テ
完
結
文
香
ノ
引
継
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ

種
類
別
ヲ
調
査
シ
テ
之
ヲ
宙
碁
シ
保
存
台
帳
こ
登
録
ス
ヘ

シ

第
二
十

一
条

第

一
種

第
二
種

第
三
種

第
四
枚

第
二
十
二
条

文
香
ノ
保
存
ヲ
区
別
シ
テ
四
枚
ト
ス

永
年
保
存

十
ヶ
年
保
存

五
ヶ
年
保
存

一
ヶ
年
保
存

例
規
又
ハ
沿
革
誌
ノ
材
料
ト
ナ
ル
ヘ
キ
文
昏
及
永
年

保
存
ノ
必
要
ア
ル
文
昏
ハ
妨

1
稜
ト
ス

第
二
十
三
条

会
計
二
関
ス
ル
沓
類
上
申
杏
報
告
昏
復
命
普
及
往
復

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
良
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
飴

(二
井
)

文
昏
ノ
類
こ
シ
テ
五
ヶ
年
以
上
参
照
ノ
要
ア
リ
ト
認
ム
ル

文
昏
ハ
節
二
種
ト
ス

第
二
十
四
条

上
申
昏
報
告
昏
請
願
香
統
計
材
料
復
命
杏
及
往
復
文

昏
ノ
類
こ
シ
テ
1
年
以
上
参
照
ノ
賓
ア
リ
ト
認
ム
ル
文
昏

ハ
第
三
種
ト
ス

第
二
十
五
条

軽
易
ナ
ル
文
督
こ
シ
テ
一
年
以
上
参
照
ヲ
要
セ
ス
ト

認
ム
ル
文
替
ハ
第
四
種
ト
ス

第
二
十
六
条

保
存
期
間
ノ
計
算
ハ
年
歴
こ
依
り
宙
碁
ス
ル
文
昏
ハ

翌
年
ヨ
リ
会
計
年
度
こ
依
り
好
雄
ス
ル
文
昏
ハ
翌
年
度
ヨ

･リ
起
井
ス

第
二
十
七
粂

本
院
内
ノ
文
昏
ハ
院
長
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ

ハ
之
ヲ
他
人
こ
示
シ
若
ハ
共
ノ
謄
本
ヲ
典
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

第
二
十
八
粂

保
存
期
間
満
了
ノ
文
昏
ハ
庶
務
係
こ
於
テ
院
長
ノ
決

井
ヲ
軽
テ
廃
棄
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
二
十
九
条

文
督
ノ
廃
棄
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
井
ノ
廃
棄
ノ
年
月

日
ヲ
保
存
台
帳
こ
記
入
シ
其
ノ
文
昏
中
印
章
等
他
こ
移
用

ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
逸
抹
又
ハ
裁
断
シ
テ
会
計
係
こ
引
渡
ス

ヘ
シ

(後
略
)

(ほ
)
前
掲
菊
池
俊
諦
将

r開
院
二
十
周
年
記
念
武
蔵
野
学
院
要
覧
]

(16
)
r厚
生
省
文
杏
管
理
規
程
｣
は
'

一
九
三
八
年
の

｢厚
生
省
本
省

二
五



史
料
飴
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

文
書
取
扱
規
程

(昭
和
十
三
年

1
月
厚
生
省
訓
第
五
号
)｣
'
1
九

五
〇
年
の

｢厚
生
省
本
省
文
昏
保
存
規
程

(昭
和
二
十
五
年
六
月

厚
生
省
訓
第
三
十
四
号
)｣
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
'
第
四
十
七

条
に
は

｢施
設
等
機
関
及
び
地
方
支
分
部
局
の
文
書
管
理
に
つ
い

て
は
､
そ
の
長
が
､
こ
の
訓
令
に
準
じ
稔
務
課
長
の
泉
認
を
得
て

定
め
る
も
の
と
す
る
｣
と
あ
る
｡

(E=)
図
書
室
お
よ
び
資
料
室
の
変
速
に
つ
い
て
は
未
詳
｡

(18
)
｢図
書
原
簿

(和
)｣

1
九

1
九

(大
正
八
)
年
五
月
1
日

-

1

九
三
三

(昭
和
八
)
年
五
月
二
二
日

(1
)
｢図
書
原
簿

(洋
)｣

1
九

一
九

(大
正
八
)
年
五
月

1
日
-

1
九

三
二

(昭
和
七
)
年

一
二
月

一
二
日

(2
)菊
池
俊
諦

r武
蔵
野
学
院
二
十
年
史
J
武
蔵
野
学
院
浴
風
会

1

九
四
1
年

1
六
六
頁

(21
)
受
入
登
録
番
号
や
図
書
名
の
重
複
が
あ
り
厳
密
な
冊
数
で
は
な
い
｡

(22
)
筆
者
が
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
整
理
作
業
で
は
､
逐
次
刊
行

物
は

1
種
類
に
つ
き

1
番
号
､
逐
次
刊
行
物
以
外
の
文
書

･
図

書

･
写
真
等
の
記
録
史
料
は
1
点
に
つ
き

1
番
号
の
整
理
番
号
を

付
与
し
､
各
史
料
に
つ
い
て
'
｢入
力
日
･
入
力
者
記
号

･
資
料

サ
イ
ズ

･
修
復
情
報

･
洋
書
チ
ェ
ッ
ク
欄

･
整
理
番
号

(出
所
記

録
)

･
分
類
番
号

(配
架
記
号
)

･
編
著
者

(作
成
者
)

･
発
行

(作
成
)
者

･
発
行
作
成
地

(武
蔵
野
学
院

･
国

･
都
道
府

二
六

県
)

･
発
行
作
成
年

･
版

･
閲
覧
条
件

･
内
容

･
備
考
｣
の
項
目

を
設
定
し
た
｡
整
理
番
号
は
､
｢
M

武
蔵
野
学
院
で
収
受

･
作

成
さ
れ
た
未
刊
行
文
香
'
お
よ
び
武
蔵
野
学
院
刊
行
物
｣
｢
H

和
書

･
洋
書

･
抜
刷
･
教
護
院
職
月
名
簿

･
手
引

･
年
次
研
究
報

告
書

･
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

･
し
お
り
｣
｢
C

逐
次
刊
行
物

(和
洋

雑
誌
類
)
｣
｢
S

写
真

･
未
刊
行
写
真
帳
｣
｢
Ⅹ

上
記
以
外

(使
っ
て
い
な
い
絵
葉
書
､
地
図
､
地
図
帳
､
ト
ロ
フ
ィ
ー
'
額
)｣

と
い
う
区
分
記
号
と
､
個
体
識
別
番
号
か
ら
成
る
｡
こ
の
整
理
作

業
に
入
る
直
前
で
あ
る
一
九
九
八
年
段
階
の
現
状
を
記
録
し
'
こ

の
時
点
へ
の
可
逆
性
を
確
保
し
た
｡

(g
i)
r大
阪
府
行
政
資
料

･
刊
行
物
収
集
日
録
J
大
阪
府
公
文
書
館

第
1
集
～
第
7
集

二

九
九
〇
年
-
1
九
九
九
年
)

(別
)
r行
政
資
料
目
録

平
成

1
1
年
三
月
｣
大
阪
府
刊

7
九
九
九

年

(25
)
戸
島
昭

｢文
書

･
記
録
の
評
価
と
選
別
｣
前
掲

r記
録
史
料
の
管

理
と
文
書
館
】
三
五
入
貢

三
六
八
貫

(2
)
中
根
恵

1.
｢紹
介

矯
正
図
書
館
｣
r日
本
教
育
史
研
究
J
第
十

二
号

一
九
九
三
年

(27
)
公
立
児
童
自
立
支
援
施
設
と
武
蔵
野
学
院
の
大
き
な
違
い
は
'
児

童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所

(養
成
所
と
略
)
を
公
立
施
設
は
有

き
な
い
た
め
､
調
査
課
の
機
能
が
異
な
る
点
で
あ
る
｡



(28
)
鈴
江
英

1
｢わ
が
国
の
文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
の
引
継
移
管
手

続
と
収
集
基
準
に
つ
い
て
｣
r北
海
道
立
文
蕃
館
研
究
紀
要
]
第

四
号

一
九
八
九
年

(29
)
青
山
英
幸

｢対
話

都
道
府
県

(公
)
文
昏
館
に
お
け
る
公
文
昏

引
継

･
選
別
の
現
状
と
課
超
-
北
海
道
を
中
心
と
し
て
-
｣
r北

海
道
立
文
書
館
研
究
紀
要
】
第
六
号

一
九
九

一
年

四
二
京

(30
)
大
日
方

孝史

｢歴
史
的

･
文
化
的
価
値
の
あ
る
文
書
の
評
価

･
選

別
｣

r

東京都
公

文
書館研
究
紀

要
｣
第

二号
二
〇
〇
〇
年
三

月
刊

六
-
八
頁

(
3
)
た
と
え
ば
､
大
阪
府
の

｢
歴
史
的
文
昏
資
料
類
の
評
価
基
準
｣

｢文
書
事
務
の
手
引

平
成
九
年
｣
六
八
頁
は
､
次
の
よ
う
な

一

七
項
目
を
基
準
と
し
て
い
る
｡

-

各
種
の
制
度
及
び
機
構
の
新
設
､
変
更
又
は
廃
止
に
関
す
る
も

の

2

大
阪
府
の
稔
合
計
画
'
重
点
施
設
等
の
企
画
立
案
及
び
執
行
に

関
す
る
も
の

3

府
政
の
執
行
の
基
準
及
び
方
法
の
細
目
に
関
す
る
も
の

4

大
阪
府
の
行
政
区
画
､
地
方
制
度
等
に
関
す
る
も
の

5

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
重
要
な
も
の

6

財
産
の
取
得
及
び
処
分
に
関
す
る
重
要
な
も
の

7

条
例
､
規
則
等
例
規
に
関
す
る
も
の

児
童
自
立
支
援
施
設
の
記
録
史
料
の
保
存
と
公
文
昏
飽

(二
井
)

8

行
政
事
務
執
行
上
の
監
査
関
係
資
料
に
関
す
る
も
の

9

調
査
及
び
統
計
の
総
括
結
果
に
関
す
る
も
の

10

褒
箕
､
家
形
等
に
関
す
る
も
の

11

議
会
､
行
政
委
月
会
等
の
重
要
な
議
事
に
関
す
る
も
の

12

審
議
会
､
審
査
会
､
調
査
会
等
の
盛
宴
な
会
談
に
関
す
る
も
の

13

住
民
の
請
願
､
陳
情
'
要
望
等
に
関
す
る
盛
宴
な
も
の

14

定
期
刊
行
物
並
び
に
印
刷
物
及
び
刊
行
物
の
う
ち
重
要
な
も
の

15

住
民
の
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
重
要
な
も
の

16

重
要
な
事
件
'
行
事
等
政
府
及
び
社
会
の
情
勢
を
反
映
す
る
も

の

17

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
､
歴
史
的
文
化
的
価
佃
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の

(32
)
r文
昏
分
類
表

文
杏
の
保
存
期
間
の
基
準
｣
大
阪
府

平
成
十

年
七
月

(33
)
戸
島
昭

｢文
昏

･
記
良
の
評
価
と
選
別
｣
前
掲

r記
録
史
料
の
管

理
と
文
啓
飽
｣

(3
)
渡
辺
佳
子

｢文
昏
飽
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
考
え

る
｣
r記
良
と
史
料
｣
九
号

1
九
九
八
年

1
0
月

(3
)
あ
る
県
の
児
虫
自
立
支
援
施
設
で
は
､
明
治
以
来
の
菜
務
日
誌
や

そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
､
当
該
地
域
の
文
沓
鉛
に
引
継
の
相
談

を
お
こ
な
っ
た
が
､
文
香
銀
は
､
兼
務
日
誌
等
に
個
人
情
報
が
含

二
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

ま
れ
る
た
め
公
開
に
な
じ
ま
な
い
と
し
で
引
継
に
懸
念
を
表
明
し

た
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
に
'
保
存
と
公
開
の
閉
環
の
整
理
が
な
さ

れ
ず
､
ま
た
個
人
情
報
の
保
護
と
公
開
の
関
係
が
不
分
明
な
文
書

館
も
存
在
す
る
｡

(鮎
)
茅
ヶ
崎
市
文
化
推
進
課
市
史
煽
さ
ん
担
当
編

r茅
ヶ
崎
市
史
資
料

所
在
目
録

二

二
)
-
東
京
家
庭
学
枚
所
蔵
資
料
⊥

茅
ヶ
崎
市

刊

1
九
九
九
年
三
月

(37
)
富
永

一
也

｢評
価

･
選
別
を
牡
し
く
し
て
い
る
も
の
は
何
か
｣

r沖
縄
県
公
文
昏
館
研
究
紀
要
]
第
二
号

二
〇
〇
〇
年

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
､
武
蔵
野
学
院
の
皆
様
'
東
京
都
公
文
書
館

水
野
保
､
国
立
史
料
銀
鈴
江
英

一
の
各
氏
に
資
料
の
提
供
あ
る
い
は
内

容
に
関
す
る
教
示
を
得
た
｡
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
｡

元




